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△ 超過物納

Q :父が死亡し、物納により相続税を納付

することにしたのですが、物納申請税額に見

合う適当な価額の土地がありません。そこで、

物納申請税額を超える土地の物納を考えてい

ますが、この場合の取扱いはどうなりますか。

A ●
● 超過物納が認められた場合、超過分に

ついては、過誤納金として金銭で還付されま

す。また、過誤納金は、譲渡所得として課税

されることになります。

【解説】

物納申請税額を超える価額の財産による物

納（いわゆる超過物納）は、原則として認め

られませんが、他に物納に充てるべき財産が

なく、かつ、その財産を物納する以外には納

付が困難と認められる場合には、その財産に

よる物納が認められています。

物納申請財産が分割できる財産である場合

は、物納申請税額に見合うよう分割できるか

どうかの検討が必要です。

この場合、物納申請税額に見合うように財

産を分割するとすれば、分割後の物納申請財

産について、不整形地や単独利用困難地など

管理又は処分するのに不適当な財産が生じる

場合や、分割後の物納申請財産以外の財産に

ついて、 不整形地や単独利用困難地が生じる

こととなるような場合には、その財産を強い

て分割せずに物納が認められます。

ご質問の場合も、超過物納が認められた場

合、超過分については、過誤納金として金銭

で還付されますが、この還付を受けた過誤納

金は譲渡所得の課税の対象となります。
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